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平成２３年１０月７日

老高発第１００７第１号

国 住 心 第 ４ １ 号

（ 一 部 改 正 ）

令和元年１１月１日

老高発１１０１第２号

国 住 心 第 １ ９ ７ 号

各 都道府県 住宅担当部長 宛て

指定都市 福祉担当部長

中 核 市

厚生労働省老健局高齢者支援課長

国土交通省住宅局安心居住推進課長

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係る暴力団排除の推進について

高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号。以下「高齢者住まい法」

という ）第５条第１項の登録（同条第２項の登録の更新を含む。以下同じ ）に係る同条。 。

（ 「 」第１項に規定するサービス付き高齢者向け住宅 以下 登録サービス付き高齢者向け住宅

という ）の整備に関する事業の実施に要する費用については、社会資本整備総合交付金の。

交付対象となるため、登録事業者が暴力団員等であった場合には、本交付金が暴力団の資

金源となるおそれがある。

このため、暴力団員等への公金支出を防止する観点から、高齢者住まい法第８条第１項

において、登録を受けようとする者（以下「登録申請者」という ）が、同項第４号、第６。

号から第８号まで（同項第４号に該当する場合に限る ）又は第９号のいずれか（以下「登。

録拒否要件」という ）に該当するときは、その登録を拒否する旨の暴力団排除条項を規定。

している。

ついては、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係る暴力団排除の推進に関し、警

察庁と協議の上 「サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係る暴力団排除の推進に関す、

」（ 、 、 。る合意書 令和元年11月１日付警察庁丁暴発第182号 老高発1101第３号 国住心第197号

以下「合意書」という （別添１）に基づき、下記のとおり取り組むこととしたので、各。）

都道府県、指定都市及び中核市においては、その実施に遺漏なきようお願いする。

記
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１．登録拒否要件に係る照会等

(1) 登録申請書における誓約

高齢者住まい法第６条第１項第15号及び国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住

の安定の確保に関する法律施行規則（平成23年厚生労働省令・国土交通省令第２号）

第６条第12号及び第13号に基づき、登録申請者は、登録申請時において、登録申請書

に登録申請者及び法定代理人が登録拒否要件に該当しない者であること誓約する必要

がある。

(2) 登録拒否要件に係る照会

都道府県（指定都市及び中核市を含む。以下同じ ）のサービス付き高齢者向け住宅。

事業の登録制度を主管する課（以下「登録制度主管課」という ）の長（以下「登録。

制度主管課長」という ）は、登録の申請、登録事項等の変更の届出又は登録事業者の。

地位の承継の届出の際の窓口における対応、地元住民の風評、従業員等からの通報そ

の他の状況から、登録申請者及び高齢者住まい法第９条第１項に規定する登録事業者

（法人である場合においては当該法人、その役員及び使用人（サービス付き高齢者向

け住宅事業に関し事務所の代表者である使用人をいう。以下同じ 、個人である場合。）

においてはその者及び使用人、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年

者である場合においてはその法定代理人（法定代理人が法人である場合においては、

その役員を含む 。以下「登録申請者等」という ）が登録拒否要件に該当するか否。） 。

かを確認するため必要があるときは、当該登録制度主管課の所在地を管轄する警視庁

又は道府県警察本部の暴力団対策を主管する課の長（以下「暴力団対策主管課長」と

いう ）に対し、合意書別記様式第１号により、当該登録申請者等の氏名カナ、氏名。

漢字、生年月日、性別及び住所をＣＳＶ形式（エクセル、アクセス等の表計算又はデ

ータベースソフトウェアで選択できる保存ファイル形式）により記録した電磁的記録

媒体（フロッピーディスク等 （以下「氏名等保存電磁的記録媒体」という ）により） 。

照会するものとする。ただし、照会する者の人数が５名以下の場合は、氏名等保存電

磁的記録媒体を要さず、必要な情報が含まれていれば、形式も問わない。

なお、電磁的記録媒体への記録に当たっては、氏名カナ（半角とし、姓と名の間は

半角で１マス空け 、氏名漢字（全角とし、姓と名の間は全角で１マス空け 、生年月） ）

日（大正はＴ、昭和はＳ、平成はＨ、令和はＲで半角とし、数字は２桁半角）及び性

（ 、 ） 、 、 、 、 、 、 、別 半角で男性はＭ 女性はＦ を入力し 氏名カナ 氏名漢字 元号 年 月 日

性別及び住所の間を半角カンマで区切るものとする。

照会の際には、

① 照会対象者の氏名カナ、氏名漢字、生年月日、性別、住所等については、登録

申請書別添の役員名簿、必要に応じて登録申請者等に提出させる「暴力団排除に

係る登録拒否要件の確認情報 （別添２）等により確認すること」

② 照会対象者の情報は個人情報であり、漏洩、紛失又は破損を防ぐ観点から厳正

に管理すること

に留意するものとする。

なお、本照会に際し暴力団対策主管課長に登録申請者等の情報を提供することは、

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第58号）第８条には
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抵触しない旨申し添える。

２．登録拒否要件に該当した場合の対応

１の照会に対し、暴力団対策主管課長から合意書別記様式第２号により、登録申請者

等が登録拒否要件に該当する事由があると認められる旨の回答があった場合には、以下

の措置を講じるとともに、当該措置を講じた旨を、合意書別記様式第４号により、暴力

団対策主管課長に通知するものとする。

(1) 登録申請者については、高齢者住まい法第８条第１項に基づき、登録を拒否する。

(2) 高齢者住まい法第９条第１項に規定する登録事業者については、同法第26条第１項

に基づき、その登録事業の登録を取り消す。

(3) 社会資本整備総合交付金による登録サービス付き高齢者向け住宅の整備に関する事

業の実施に要する費用に対する補助金（以下単に「補助金」という ）の交付申請に。

ついては、不交付決定を行う。

(4) 補助金の交付決定をしていた場合には、交付決定を取り消し、当該補助金の返還を

求める。

上記の措置を講じる場合において、当該登録申請者等が登録拒否要件に該当すると都

道府県の住宅部局及び福祉部局が判断した根拠を問われた場合には、警視庁又は道府県

警察本部からの情報提供によるものであること及び具体的に該当するとされた項目を口

頭により明らかにすることは可能である。

３．登録拒否要件に該当する旨の通知

暴力団対策主管課長が、登録申請者等が登録拒否要件に該当すると認める事実を確認

した場合には、合意書別記様式第３号により、当該事実の確認された区域を管轄する登

、 。 、録制度主管課長に対し 通知することとなる 当該通知があった場合の対応については

２の規定を準用する。

４．暴力団員等による不正登録及び不正受給に関する事案への対応

暴力団員等による不正な登録及び補助金の不正な受給に関する事案については、当該

補助金が暴力団活動の資金源として用いられる可能性が高いことから、社会的反響も大

きく、国民の信頼を揺るがしかねない。

このため、都道府県の住宅部局及び福祉部局は、警察等捜査機関に対する告発や捜査

への協力を行い、厳正な対応を行うこととする。

５．その他

本通知に基づく暴力団対策主管課長への照会の結果、登録申請者等が登録拒否要件に

該当すると判明した場合には、当該登録申請者等の情報及び対処方針を遅滞なく国土交

、通省住宅局安心居住推進課及び厚生労働省老健局高齢者支援課に情報提供するとともに

以降の経過についても適宜情報提供することとする。また、本通知の取扱いについて疑

義が生じた場合には、同課に照会することとする。

さらに、本通知の実行に際しては、暴力団対策主管課長と緊密に連携を取り、円滑な

執行を図るとともに、職員の安全確保に懸念が生じた場合は速やかに暴力団対策主管課
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長に相談することとする。

また、本通知の実行に際しては、住宅部局と福祉部局との情報共有等適切な連携を図

ることとする。

以上


